
１   令和６年２月９日 
国土交通省関東地方整備局 

宇都宮国道事務所 

国道４号矢板大田原バイパスの事業進捗についてお知らせします 
～令和６年２月９日に都市計画事業承認･認可の告示がされました～

令和６年２月９日に矢板市針生から那須塩原市三区町までの矢板大田原バイパスを含む延
長８．０７㎞について事業の承認が告示されましたのでお知らせします。 

矢板大田原バイパスは、交通渋滞の緩和、交通安全の確保、地域産業の活性化などを目的と
した、矢板市針生（やいたしはりう）から那須塩原市三区町（なすしおばらしさんくちょう）
までの延長７．９ｋｍのバイパス及び現道拡幅事業です。 
本事業により、交通混雑を緩和し、物流生産性向上に寄与するとともに、国道４号現道の事
故の低減及び沿道環境を改善する他、災害に強い緊急輸送道路を確保し、また、緊急医療施設
への速達性向上を図り救急医療活動を支援することが可能となります。 
国土交通省宇都宮国道事務所では、本事業について、平成３１年度に事業化し、事業を進め
ています。 
この度、矢板大田原バイパスを含む延長８．０７㎞について事業の承認が告示されました。 
今後、地権者等の方々に都市計画法第６６条に基づく、説明会を開催し、用地買収に着手し
ていきます。 
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＜問い合わせ先＞ 
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副所長 松澤 義明（まつざわ よしあき）（内線：２０４） 
計画課 課長 鶴巻 尚 （つるまき たかし） （内線：２６１）
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地質調査・道路設計（詳細）

位置図

矢板大田原バイパス（矢板市針生～那須塩原
市三区町）延長７．９０㎞については、令和４
年８月２３日に都市計画変更を実施しました。
今回、矢板大田原バイパスを含む延長８．０

７ｋｍについて、令和６年２月９日に都市計画
事業の承認の告示がされました。
今後、地権者等の方々に設計・用地に基づく

地元説明会（道路設計の内容、用地取得の流れ
の説明等）を開催し、用地買収に着手してまい
ります。
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※詳しくは宇都宮国道事務所ＨＰをご確認下さい

https://www.ktr.mlit.go.jp/utunomiya/ 

○都市計画事業承認・認可とは、都市計画に定められた都市施設

の整備を行うにあたり、円滑かつ着実な事業実施を図るために、

施行者が国土交通大臣または都道府県知事からの承認を受け、

事業を施行する手続きです。

（１）建築等の制限（都市計画法第６５条）

事業地内の土地建物等について、土地の形質の変更、建築物や工作物

の建設、移動の容易でない物件の設置や堆積を行う場合には、各事業施

工地の市長の許可が必要となります。

（２）土地建物等の先買い（都市計画法第６７条）

施行者公告以降（公告日の翌日から起算して１０日を経過した後）は、

収用部分において土地建物等を有償で譲渡する場合には、事前に買い主

や予定金額等を施行者に届けて頂く必要があり、届出後３０日以内は売

買が行えない等の制限がございます。

（３）土地の買取請求（都市計画法第６８条）

事業地内の土地で収用の手続きが保留されている土地の所有者は、施

行者に対しその土地を時価で買い取るよう請求ができます。なお、買い

取る土地価格は所有者と施行者とが協議して定めることとされています。

○都市計画事業承認・認可の告示後は、以下に示す都市計画法に

基づく法的効果が生じます。

○都市計画法第５９条に基づき、都市計画で定められた道路（都

市施設）について、国土交通省が事業を施行することの承認・

認可をこのたび受けたものです。
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ただし、その土地に他人の権利が設定されている場合やその土地に建

物や工作物、立木がある時は請求することができませんのでご注意くだ

さい。
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○整備により、バイパスへの交

通転換が可能になり、現国道

４号の混雑が緩和されます。

また、拡幅区間は交通量に応

じた車線数が確保され、交通

混雑が緩和します。

さらに、混雑の緩和により高

速ICへの定時制が向上します。

○一般国道４号は、平成１０年８

月の栃木県北部の大雨災害によ

り、野崎橋では５日間の通行止

めが発生し、緊急輸送道路が寸

断されました。整備により、代

替路となる緊急輸送道路が確保

されます。

○整備により、バイパスへの転換

や拡幅区間の車線数増加による

救急車両優先の走行スペースが

確保でき、第三次救急医療施設

への速達性が向上します。
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